
 

○あま市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

令和３年５月２５日 

告示第１０８号 

あま市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成２２年あま市告示第３３号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、事理弁識能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者（以

下「要支援者」という。）に対し、民法（明治２９年法律第８９号）で定める成年後見制

度の利用を支援することにより、要支援者の権利を擁護し、安定した日常生活の実現を図

ることを目的として実施するあま市成年後見制度利用支援事業に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（支援の内容） 

第２条 支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 次に掲げる審判の請求（以下「審判請求」という。） 

ア 後見開始の審判（民法第７条） 

イ 保佐開始の審判（民法第１１条） 

ウ 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判（民法第１３条第２項） 

エ 補助開始の審判（民法第１５条第１項） 

オ 補助人の同意権付与の審判（民法第１７条第１項） 

カ 保佐人の代理権付与の審判（民法第８７６条の４第１項） 

キ 補助人の代理権付与の審判（民法第８７６条の９第１項） 

(2) 審判請求に要する費用（以下「審判請求費用」という。）の負担 

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人（以下「後見人等」という。）に対する報酬の費用（以

下「後見人等報酬費用」という。）の助成 

（市長による審判請求の対象者） 

第３条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、知的障害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）第２８条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第５１条の１１の２の規定に基づき市長が行う審判請求の対象者は、次の

各号のいずれにも該当する要支援者とする。 

(1) 市内に住所を有する者又は介護保険法（平成９年法律第１２３号）その他の法令によ

り市の援護を受けている者 



 

(2) 配偶者及び２親等内の親族がない者（当該配偶者及び親族が審判請求を行う意思がな

いと市長が認める場合を含む。） 

２ 前項の規定にかかわらず、３親等又は４親等の親族で、審判請求を行う意思のある者が

あるときは、市長は、審判請求を行わないものとする。 

（審判請求費用の負担） 

第４条 市長は、前条第１項の規定により審判請求を行ったときは、家事事件手続法（平成

２３年法律第５２号）第２８条第１項の規定により、審判請求費用を負担するものとする。 

（審判請求費用の求償） 

第５条 市長は、第３条第１項の規定による審判請求に基づき、後見人等の選任を受けた者

が市の負担した審判請求費用を負担する能力があると判断したときは、後見人等を通じて

民法第８条に規定する成年被後見人、同法第１２条に規定する被保佐人又は同法第１６条

に規定する被補助人（以下「被後見人等」という。）の資産から当該費用の返還を求める

ことができる。ただし、当該被後見人等が次条に掲げる各号のいずれかに該当する場合を

除く。 

２ 市長は、前項に規定する審判請求費用の返還請求に関し、その求償権を得るため、審判

請求と同時に、家事事件手続法第２８条第２項に基づき審判請求費用の負担を命ずること

を求める申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。 

（審判請求費用の助成対象者） 

第６条 市長は、第３条第１項の規定による審判請求が行われなかった被後見人等について、

後見人等が付され、かつ、当該被後見人等又は申立人（被後見人等の親族である場合に限

る。）が次の各号のいずれかに該当するときは、申立人が負担した審判請求費用に相当す

る額を助成することができる。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条に規定する中国残留

邦人等の支援給付を受けている者 

(3) 審判請求費用及び後見人等報酬費用を被後見人等の収入から控除した場合に、生活保

護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）により算定した最低生活費

の額を下回り、かつ預貯金等の合計額が１００万円を超えないとき。 

(4) その他助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と市長が認める者 

（審判請求費用の助成の申請） 



 

第７条 審判請求費用の助成を受けようとする被後見人等は、後見人等又は申立人をして、

審判請求費用助成申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものと

する。 

(1) 家庭裁判所が発行する審判書謄本の写し 

(2) 審判確定が分かる書類（登記事項証明書、家庭裁判所が発行する審判確定証明書等） 

(3) 審判確定後、裁判所に提出した財産目録等の写し（家庭裁判所が提出不要と判断した

場合を除く。） 

(4) 審判請求費用として支出したことが分かる書類（領収書、切手返還書、精神鑑定費用

保管金受領書等） 

(5) 被後見人等及びその世帯員並びに申立人（被後見人等の親族である場合に限る。）の

収入や預貯金額が分かる書類（金融機関の通帳等の写し、有価証券の写し等） 

(6) 本人確認書類（個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉

手帳、資格確認書、住民票、戸籍謄本（抄本）等のうち、いずれかの写しとする。ただ

し、顔写真のないものは二点を要する。） 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を審判請求費用助成

（決定・却下）通知書（様式第２号）により当該後見人等又は申立人に通知するものとす

る。 

（審判請求費用の助成金の交付） 

第８条 前条第２項の規定により審判請求費用の助成の決定を受けた後見人等又は申立人

は、審判請求費用・後見人等報酬費用助成金請求書（様式第３号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、審判請求費用を助成するものとする。 

（後見人等報酬費用の助成対象者） 

第９条 後見人等報酬費用の助成の対象者は、市内に住所を有する者又は介護保険法その他

の法令により市の援護を受けている被後見人等のうち、第６条各号のいずれかに該当する

者とする（後見人等が被後見人等の親族である場合を除く。）。 

（後見人等報酬費用の助成金の額） 

第１０条 後見人等報酬費用の助成の額は、家庭裁判所が決定する後見人等の報酬の金額と

する。ただし、被後見人等が施設入所又は長期入院している場合は月額１万８，０００円

を、在宅で生活している場合は月額２万８，０００円を上限とする。 



 

（後見人等報酬費用の助成の申請） 

第１１条 後見人等報酬費用の助成を受けようとする被後見人等は、後見人等をして、後見

人等報酬費用助成申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものと

する。 

(1) 家庭裁判所が発行する後見等事務報酬付与の審判書謄本の写し 

(2) 後見等事務報告書の写し 

(3) 財産目録書等の写し 

(4) 金融機関の通帳等の写し 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を後見人等報酬費用

助成（決定・却下）通知書（様式第５号）により当該後見人等に通知するものとする。 

（後見人等報酬費用の助成金の交付） 

第１２条 前条第２項の規定により後見人等報酬費用の助成の決定を受けた後見人等は、審

判請求費用・後見人等報酬費用助成金請求書（様式第３号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、後見人等報酬費用を助成するものとする。 

（後見人等の届出義務） 

第１３条 後見人等報酬費用の助成を受ける後見人等は、被後見人等について次の各号のい

ずれかに該当するときは、口頭又は書面により速やかに市長に報告しなければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) 第２条に規定する支援を要しなくなったとき。 

(3) 世帯の状況に変更があったとき。 

（後見人等報酬費用の助成の中止） 

第１４条 市長は、被後見人等が第９条の規定に該当しないと認めたときは、後見人等報酬

費用の助成を中止するものとする。 

（助成金の返還） 

第１５条 市長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交

付した助成金を返還させることができる。 

２ 市長は、被後見人等が死亡した場合において、相続財産があることが判明したときは、

相続人に対して、その相続財産の範囲内で、交付した助成金の返還を請求することができ

る。 



 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年告示第１６９号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和６年告示第５３号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和７年告示第１６６号） 

この告示は、令和７年１２月２日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条・第１２条関係） 

様式第４号（第１１条関係） 

様式第５号（第１１条関係） 

 


